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具
等
貸
下
ノ
措
置
ヲ
定
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
七
月
一
四
日
、
第
六
五
二
）　

381

二
三
、「
民
部
省
規
則
」
（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、
第
六
七
四
）　

399

二
四
、「
府
県
奉
職
規
則
」
（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、
第
六
七
五
）　

403

二
五
、「
県
官
人
員
幷
常
備
金
規
則
」
（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、
第
六
七
六
）　

414

二
六
、「
治
河
使
ヲ
廃
シ
土
木
司
ヲ
シ
テ
水
利
ヲ
管
轄
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、
第
六
八
一
）　

423

二
七
ａ
、「
租
税
監
督
通
商
鉱
山
ノ
四
司
ヲ
民
部
省
ニ
管
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
一
日
、
第
七
二
三
）　

442

二
七
ｂ
、「
租
税
監
督
通
商
鉱
山
ノ
四
司
ヲ
民
部
省
ニ
属
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
一
日
、
第
七
二
四
）　

448

二
八
ａ
、「
府
県
川
々
官
普
請
ノ
箇
所
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
三
日
、
第
七
三
一
）　

459

二
八
ｂ
、「
川
々
堤
防
等
官
普
請
自
普
請
ノ
区
別
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
三
日
、
第
七
三
二
）　

461

二
九
ａ
、「
淫
雨
ニ
付
節
倹
ノ
詔
ヲ
発
シ
官
禄
ノ
内
ヲ
以
テ
救
恤
ニ
充
テ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
二
五
日
、
第
八
〇
一
）　

464

二
九
ｂ
、「
東
京
京
都
二
府
ニ
救
助
米
ヲ
下
付
ス
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
二
八
日
、
第
八
一
五
）　

479

三
〇
、「
堤
防
橋
梁
道
路
修
繕
事
務
ヲ
府
藩
県
ニ
委
ス
ル
ヲ
以
テ
土
木
司
出
張
ノ
者
ヲ
退
去
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
八
月
、
第
八
三
六
）　

481



viii

三
一
、「
諸
街
道
駅
々
ニ
附
属
村
々
自
村
継
場
並
水
旱
損
高
等
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
九
月
一
四
日
、
第
八
七
五
）　

482

三
二
、「
浦
高
札
」
（
明
治
二
己
巳
年
九
月
一
八
日
、
第
八
九
一
）　

484

三
三
、「
宮
華
族
中
大
夫
以
下
社
寺
領
等
ニ
係
ル
諸
入
費
割
渡
ニ
付
府
県
管
轄
高
姓
名
寺
号
等
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
九
月
二
三
日
、

第
九
二
五
）　

488

三
四
、「
関
東
府
県
川
々
急
破
普
請
村
役
差
出
方
及
人
足
賃
米
相
場
ヲ
定
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
九
月
、
第
九
五
三
）　

491

三
五
、「
府
県
幷
預
所
ア
ル
諸
藩
ヲ
シ
テ
郷
帳
村
鑑
帳
御
林
帳
高
国
郡
村
名
帳
高
反
別
取
米
永
一
村
限
帳
ヲ
進
致
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年

一
〇
月
二
九
日
、
第
一
〇
一
九
）　

494

三
六
、「
諸
県
川
々
普
請
等
自
己
ノ
意
見
ヲ
以
テ
料
理
シ
或
ハ
稟
候
中
縦
ニ
着
手
ス
ル
ヲ
禁
ス
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
〇
月
、
第
一
〇
二
四
）　

501

三
七
、「
諸
国
凶
歉
ニ
付
酒
造
免
許
高
ノ
三
分
一
ヲ
造
ラ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
一
月
三
日
、
第
一
〇
三
七
）　

503

三
八
、「
御
取
箇
帳
様
式
ヲ
定
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
一
月
一
七
日
、
第
一
〇
六
一
）　

504

三
九
、「
淀
川
通
船
規
則
ヲ
定
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
一
月
二
三
日
、
第
一
〇
七
八
）　

550

四
〇
ａ
、「
諸
県
川
々
国
役
金
ヲ
徴
収
ス
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
一
月
、
第
一
〇
八
六
）　

552

四
〇
ｂ
、「
諸
県
川
々
国
役
金
上
納
書
式
ヲ
定
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
一
月
二
八
日
、
第
一
〇
八
七
）　

558

【
一
八
七
〇
年
】
（
明
治
二
年
一
一
月
三
〇
日
か
ら
明
治
三
年
一
一
月
一
〇
日
ま
で
）　

561

一
、「
府
県
常
備
金
規
則
説
明
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
二
月
二
日
、
第
一
一
一
二
）　

562

二
、「
川
々
国
役
金
ヲ
諸
藩
ニ
徴
収
ス
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
二
月
三
日
、
第
一
一
一
七
）　

565

三
、「
水
火
災
ノ
節
窮
民
救
助
ノ
措
置
ヲ
定
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
二
月
八
日
、
第
一
一
三
〇
）　

567

四
、「
川
除
悪
水
路
目
論
見
帳
ヲ
進
致
セ
シ
ム
」
（
明
治
二
己
巳
年
一
二
月
、
第
一
二
一
四
）　

576

五
、「
畑
方
貢
米
引
方
ハ
稟
候
処
置
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
正
月
二
八
日
、
第
六
二
）　

578



ix

六
、「
堤
防
等
目
下
難
閣
廉
々
措
置
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
正
月
、
第
六
九
）　

586

七
、「
無
水
岡
田
開
闢
法
ヲ
配
布
ス
」
（
明
治
三
庚
午
年
正
月
、
第
七
一
）　

594

八
、「
夫
食
種
籾
類
焼
農
具
代
等
貸
渡
方
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
二
月
五
日
、
第
八
九
）　

595

九
、「
不
開
港
場
規
則
難
破
船
救
助
心
得
方
条
目
」
（
明
治
三
庚
午
年
二
月
二
九
日
、
第
一
四
八
）　

598

一
〇
、「
勘
定
帳
記
載
方
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
三
月
七
日
、
第
一
七
九
）　

607

一
一
、「
府
藩
県
川
々
往
来
船
筏
定
税
ヲ
録
上
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
三
月
一
四
日
、
第
二
〇
四
）　

632

一
二
、「
荒
地
及
起
返
取
下
場
総
寄
仕
訳
書
様
式
ヲ
頒
チ
査
点
録
上
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
三
月
二
五
日
、
第
二
三
五
）　

634

一
三
、「
凶
荒
引
方
並
地
所
変
換
ノ
節
稟
候
ヲ
経
テ
取
箇
帳
ニ
編
入
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
五
月
二
日
、
第
三
二
八
）　

662

一
四
、「
郷
帳
案
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
五
月
晦
日
、
第
三
八
〇
）　

665

一
五
、「
府
藩
県
交
互
管
轄
ノ
堤
防
用
悪
水
路
修
繕
費
用
ノ
賦
課
ヲ
公
平
ナ
ラ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
五
月
、
第
三
八
二
）　

677

一
六
ａ
、「
信
濃
川
分
水
路
鑿
割
費
用
高
役
出
金
納
方
ヲ
定
ム
（
新
発
田
以
下
七
藩
ニ
達
）
」
（
明
治
三
庚
午
年
六
月
一
二
日
、
第
三
九
九
）　

679

一
六
ｂ
、「
信
濃
川
分
水
路
鑿
割
費
用
高
役
出
金
納
方
ヲ
定
ム
（
高
田
藩
以
下
七
藩
ニ
達
）
」
（
明
治
三
庚
午
年
六
月
一
二
日
、
第
四
〇
〇
）　

700

一
七
、「
農
民
貯
蓄
ノ
穀
物
窮
民
ニ
貸
付
ノ
方
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
六
月
一
四
日
、
第
四
〇
七
）　

701

一
八
、「
治
河
規
則
ニ
違
犯
ノ
者
無
カ
ラ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
六
月
一
五
日
、
第
四
〇
八
）　

716

一
九
ａ
、「
御
国
絵
図
改
正
ニ
付
府
藩
県
ヲ
シ
テ
地
図
ヲ
進
致
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
六
月
、
第
四
三
〇
）　

717

一
九
ｂ
、「
御
国
絵
図
改
正
ニ
付
各
藩
支
配
地
ノ
内
飛
地
ヲ
モ
査
点
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
六
月
、
第
四
三
一
）　

718

二
〇
、「
諸
藩
預
所
中
旧
幕
府
ヨ
リ
夫
食
種
籾
農
具
代
等
借
請
未
納
ノ
村
々
上
納
ヲ
須
ヒ
サ
ラ
シ
ム
」（
明
治
三
庚
午
年
七
月
五
日
、
第
四
四
七
）　

719

二
一
、「
民
部
省
大
蔵
省
分
省
セ
シ
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
七
月
一
〇
日
、
第
四
五
七
）　

721

二
二
、「
田
方
検
見
規
則
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
七
月
、
第
五
〇
五
）　

760

二
三
、「
民
部
大
蔵
両
省
管
轄
ノ
寮
司
諸
掛
及
事
務
条
件
ヲ
区
別
ス
」
（
明
治
三
庚
午
年
八
月
九
日
、
第
五
二
〇
）　

773



x

二
四
、「
東
京
府
下
ノ
家
税
ヲ
徴
ス
」
（
明
治
三
庚
午
年
九
月
三
日
、
第
五
五
七
）　

849

二
五
、「
府
県
歳
入
歳
出
差
引
表
編
制
例
則
分
類
略
解
ヲ
頒
ツ
」
（
明
治
三
庚
午
年
九
月
一
二
日
、
第
五
八
七
）　

871

二
六
、「
府
藩
県
管
内
開
墾
地
規
則
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
九
月
二
七
日
、
第
六
三
〇
）　

886

二
七
、「
諸
藩
ニ
歳
入
歳
出
明
細
書
及
歳
入
歳
出
差
引
総
計
表
編
制
例
則
分
類
略
解
ヲ
頒
ツ
」
（
明
治
三
庚
午
年
一
〇
月
九
日
、
第
六
五
九
）　

893

二
八
、「
民
部
省
中
寮
司
ヲ
定
ム
」
（
明
治
三
庚
午
年
閏
一
〇
月
二
〇
日
、
第
七
五
四
）　

918

小　

括　

929

一
、
近
代
国
家
形
成
の
な
か
の
災
害
対
策　

931

（
一
）
国
家
形
成
と
災
害
対
策
法
令　

932

（
１
）
災
害
対
策
と
、
財
政
の
確
立
お
よ
び
官
僚
制
の
創
出　

932

（
２
）
災
害
対
策
と
集
権
化　

933

（
３
）
属
人
的
な
行
政
か
ら
法
規
に
も
と
づ
く
統
一
化
さ
れ
た
行
政
へ　

935

（
二
）
正
統
性
の
調
達
と
災
害
対
策
法
令　

938

（
１
）
救
助
の
実
施
と
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー　

939

　
　

①
王
政
御
一
新
と
「
窮
民
撫
育
ノ
朝
旨
」　

939

　
　

②
明
治
元
年
夏
の
水
害
と
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー　

940

　
　

③
北
越
と
東
北
に
お
け
る
〝
撫
恤
〟
の
強
調
と
災
害
減
免
租　

942

　
　

④
東
幸
と
〝
賑
恤
〟
の
実
施　

944

（
２
）
災
害
回
避
の
た
め
の
大
土
木
工
事
の
実
施
と
全
国
的
統
治
権
力
の
顕
現　

946

（
３
）〝
自
粛
〟
に
よ
る
慈
悲
あ
る
家
長
イ
メ
ー
ジ
の
演
出　

948



xi

（
４
）
仁
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
る
二
つ
の
道　

949

（
三
）

産

イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

業

化

と
災
害
対
策
法
令　

953

二
、
一
八
六
八
年
か
ら
一
八
七
〇
年
に
か
け
て
の
時
期
の
災
害
対
策
法
令

︱
分
野
ご
と
の
総
括

︱　
957

（
一
）
災
害
予
防
に
関
係
す
る
法
令　

957

（
二
）
災
害
応
急
対
応
ま
た
は
罹
災
者
救
援
へ
の
備
え
に
関
係
す
る
法
令　

966

（
三
）
災
害
直
前
予
防
（
水
防
）
に
関
係
す
る
法
令　

970

（
四
）
発
災
後
の
応
急
対
応
／
応
急
救
助
に
関
係
す
る
法
令　

975

（
五
）
罹
災
者
の
救
援
に
関
係
す
る
法
令　

981

（
六
）
災
害
復
旧
に
関
係
す
る
法
令　

990

（
七
）
災
害
対
策
の
実
施
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
法
令　

997

（
八
）
災
害
に
よ
る
社
会
的
混
乱
の
防
止
を
目
的
と
す
る
法
令　

999

（
九
）
災
害
対
策
を
所
掌
す
る
組
織
に
関
係
す
る
法
令　

1001

（
一
〇
）
災
害
対
策
に
関
係
す
る
経
費
の
調
達
、
負
担
区
分
、
租
税
・
会
計
事
務
の
処
理
手
続
き
に
つ
い
て
の
法
令　

1006

文
献
目
録　

1011

あ
と
が
き　

1035

索
引　事

項
索
引　

1

人
名
索
引　

20

研
究
者
索
引　

24
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災害対策法令一覧表

　

災
害
対
策
法
令
一
覧
表
（
発
布
順
）

 

※	

配
列
は
基
本
的
に
発
布
年
月
日
順
で
あ
る
。
発
布
日
の
記
載
が
な
く
、
月
に
と
ど
ま
る
も
の
は
、
そ
の
月
の
晦
日
の
次
に
配
列
し
た
（
た
だ

し
番
号
に
よ
り
前
後
が
確
定
で
き
る
場
合
に
は
番
号
の
な
ら
び
に
よ
っ
た
）。

 

※	

『
法
令
全
書
』
に
お
い
て
は
独
立
し
た
別
々
の
法
令
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
一
連
の
関
連
し
た
法
令
と
し
て
表
示
し
た
方
が
便

宜
な
場
合
は
、
一
つ
の
番
号
の
下
に
ま
と
め
、
ａ
、
ｂ
、
ｃ
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振
っ
た
。

 

※	

『
法
令
全
書
』
慶
応
三
年
の
項
目
第
一
（「
徳
川
内
府
大
政
返
上
ノ
請
ヲ
允
シ
諸
藩
ヲ
シ
テ
上
京
セ
シ
ム
」）
の
発
出
は
慶
応
三
年
一
〇
月
一
五

日
（
一
八
六
七
年
一
一
月
一
〇
日
）
で
あ
る
が
、
一
八
六
七
年
分
（
慶
応
三
年
一
〇
月
一
五
日
か
ら
同
一
二
月
六
日
）
に
つ
い
て
は
本
資
料

へ
の
抽
出
が
な
い
。
よ
っ
て
本
資
料
は
一
八
六
八
年
か
ら
始
ま
る
。

 

※	

発
布
年
月
日
の
太
陽
暦
表
示
の
あ
と
に
付
さ
れ
た
頁
数
は
『
法
令
全
書
』
の
所
載
箇
所
を
示
す
。

【
一
八
六
八
年
】
（
慶
応
三
年
一
二
月
七
日
か
ら
明
治
元
年
一
一
月
一
八
日
ま
で
）

一
、	

「
三
職
分
課
職
制
ヲ
定
ム
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
正
月
一
七
日
、
第
三
六
）（
二
月
一
〇
日
）（
一
五

－

一
七
頁
）	

【
災
害
予
防
】【
災
害
復
旧
】【
組
織
職
掌
】

二
、	

「
徳
川
氏
ノ
采
地
及
賊
徒
ノ
所
領
ヲ
検
覈
シ
窮
民
撫
育
ノ
朝
旨
ヲ
告
諭
セ
シ
ム
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
二
月
、
第
一
二
五
）（
二
月
二
三
日
か
ら
三
月
二
三
日
）（
五
四
頁
）	
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【
罹
災
者
救
援
】

三
、	
「
諸
国
私
領
寺
社
領
ノ
村
高
帳
ヲ
進
致
セ
シ
メ
諸
藩
預
所
幷
代
官
支
配
所
等
ヨ
リ
村
高
帳
其
他
帳
簿
ヲ
進
致
セ
シ
ム
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
四
月
七
日
、
第
二
二
〇
）（
四
月
二
九
日
）（
八
六
頁
）	

【
災
害
予
防
】【
災
害
復
旧
】【
経
費
事
務
】

四
、	

「
土
砂
留
役
人
廻
村
廃
止
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
四
月
二
七
日
、
第
二
六
八
）（
五
月
一
九
日
）（
一
〇
四
頁
）	

【
災
害
予
防
】【
災
害
復
旧
】

五
、	

「
政
体
ヲ
定
ム
」
（
明
治
元
戊
辰
年
閏
四
月
二
一
日
、
第
三
三
一
）	

　

（
六
月
一
一
日
）（
一
三
七

－

一
四
六
頁
）	

【
災
害
予
防
】【
罹
災
者
救
援
】【
災
害
復
旧
】【
組
織
職
掌
】

六
、	

「
軍
資
以
下
費
用
莫
大
ニ
付
土
木
其
他
諸
事
ヲ
省
略
セ
シ
ム
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
五
月
一
七
日
、
第
三
九
五
）（
七
月
六
日
）（
一
六
三
頁
）	

【
そ
の
他
①
】

七
、	

「
江
戸
鎮
台
ヲ
置
キ
三
奉
行
ヲ
廃
シ
社
寺
市
政
民
政
ノ
三
裁
判
所
ヲ
設
ケ
職
員
ヲ
定
ム
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
五
月
一
九
日
、
第
四
〇
二
）（
七
月
八
日
）（
一
六
四

－

一
六
五
頁
）	

【
災
害
予
防
】【
災
害
復
旧
】【
組
織
職
掌
】

八
、	

「
洪
水
暴
溢
ニ
付
会
計
官
出
張
賑
恤
ヲ
施
行
セ
シ
ム
」	

　

（
明
治
元
戊
辰
年
五
月
二
四
日
、
第
四
一
九
）（
七
月
一
三
日
）（
一
六
九

－

一
七
〇
頁
）	

【
応
急
対
応
】【
罹
災
者
救
援
】
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一
、「
三
職
分
課
職
制
ヲ
定
ム
」
（
明
治
元
戊
辰
年
正
月
一
七
日
、
第
三
六
）

第
七
十
三

1
＊

ニ
依
リ
消
滅

第
三
十
六　
　

正
月
十
七
日

　

三
職
分
課

　
　

総
裁	

宮

	
	
	

万
機
ヲ
総
裁
シ
一
切
ノ
事
務
ヲ
決
ス

　
　

議
定	

宮	

公
卿	

諸
侯

	
	
	

事
務
各
課
ヲ
分
督
シ
議
事
ヲ
定
決
ス

神
祇
事
務
総
督
職
制
欠
ク
第
卅
七
職
員
参
看

	

内
国
事
務
総
督

	
	
	
	

京
畿
庶
務
及
諸
国
水
陸
運
輸
駅
路
関
市
都
城
港
口
鎮
台
市
尹
ノ
事
ヲ
督
ス

	

外
国
事
務
総
督

	
	
	
	

外
国
交
際
条

貿
易
拓
地
育
民
ノ
事
ヲ
督
ス

	

海
陸
軍
務
総
督

	
	
	
	

海
軍
陸
軍
練
兵
守
衛
緩
急
軍
務
ノ
事
ヲ
督
ス

	

会
計
事
務
総
督

	
	
	
	

戸
口
賦
役
金
穀
用
度
貢
献
営
繕
秩
禄
倉
庫
ノ
事
ヲ
督
ス



103

【1868年】（慶応 3年12月 7 日から明治元年11月18日まで）

	

刑
法
事
務
総
督

	
	
	
	

監
察
弾
糺
捕
亡
断
獄
諸
刑
律
ノ
事
ヲ
督
ス

	
制
度
寮
総
督

	
	
	
	

官
職
制
度
名
分
儀
制
撰
叙
考
課
諸
規
則
ノ
事
ヲ
督
ス

　
　

参
与

	
	
	

事
務
ヲ
参
議
シ
各
課
ヲ
分
務
ス

	

内
国
事
務
掛

	

外
国
事
務
掛

	

海
陸
軍
務
掛

	

会
計
事
務
掛

	

刑
法
事
務
掛

	

制
度
寮
掛

　
　

徴
士	

無
定
員

諸
藩
士
及
ヒ
都
鄙
有
才
ノ
者
撰
挙
抜
擢
参
与
職
ニ
任
ス
下
ノ
議
事
所
ニ
在
リ
則
議
事
官
タ
リ
又
分
課
ニ
因
テ
其
課
ノ
掛
ト
ナ
ル
者

其
事
ヲ
専
務
ス

撰
挙
ノ
法
公
議
ヲ
執
リ
抜
擢
セ
ラ
ル
則
徴
士
ト
命
ス
在
職
四
年
ニ
シ
テ
退
ク
広
ク
賢
才
ニ
譲
ル
ヲ
要
ト
ス
若
其
人
当
器
尚
退
ク
ヘ

カ
ラ
サ
ル
者
ハ
又
四
年
ヲ
延
ヘ
在
職
八
年
ト
ス
衆
議
ニ
執
ル
ヘ
シ

貢
士	

大
藩	

三
員　

中
藩	

二
員　

小
藩	

一
員

諸
藩
士
其
主
ノ
撰
ニ
任
セ
下
ノ
議
事
所
ヘ
差
出
者
ヲ
貢
士
ト
ス
則
議
事
ニ
与
リ
輿
論
公
議
ヲ
執
ル
ヲ
旨
ト
ス
貢
士
定
員
有
テ
年
限
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ナ
シ
其
主
ノ
進
退
ス
ル
所
ニ
任
ス
又
其
人
ノ
才
能
ニ
因
テ
徴
士
ニ
撰
挙
ス
ヘ
シ

諸
侯
議
定
職
徴
士
参
与
職
共
ニ
改
テ
今
年
正
月
ヲ
以
テ
受
命
ノ
月
ト
ナ
シ
以
後
年
限
ノ
見
付
且
月
給
ノ
次
第
之
ヲ
以
テ
定
ム
ヘ
シ
下
参

与
徴
士
ノ
命
ヲ
受
ケ
サ
ル
者
ハ
改
テ
貢
士
ト
ナ
ス
ヘ
シ
且
新
ニ
大
中
小
藩
ノ
定
員
ヲ
以
テ
貢
士
ヲ
置
ク
ヘ
シ

　
　

大
藩	

四
十
万
石
以
上

　
　

中
藩	
十
万
石
以
上
三
十
九
万
石
ニ
至
ル

　
　

小
藩	

一
万
石
以
上
九
万
石
ニ
至
ル

【
注
解
一
】
三
職
七
科
の
制

【
注
解
二
】「
三
職
分
課
職
員
ヲ
定
ム
」

【
注
解
三
】
会
計
事
務
掛
に
よ
る
公
共
土
木
事
務
の
管
轄

【
注
解
四
】
政
府
中
央
に
お
け
る
災
害
対
策
事
務
の
所
管
官
庁
の
変
遷
（
三
職
七
科
か
ら
内
務
・
大
蔵
両
省
の
並
立
に
至
る
ま
で
）

【
注
解
五
】
土
木
費
の
国
庫
支
出
額
、
お
よ
び
歳
出
全
体
の
な
か
で
の
土
木
費
の
割
合

【
注
解
六
】
三
職
八
局
の
制

【
注
解
一
】
慶
応
三
年
一
二
月
九
日
（
一
八
六
八
年
一
月
三
日
）
の
王
政
復
古
の
ク
ー
デ
タ
ー
後
、
新
政
権
は
政
府
組
織
の
設
立
と
人
材

の
登
用
を
急
い
だ
。
ク
ー
デ
タ
ー
直
後
に
出
さ
れ
た
「
徳
川
内
府
大
政
返
上
将
軍
辞
職
ノ
請
ヲ
允
シ
摂
関
幕
府
ヲ
廃
シ
仮
ニ
総
裁
議
定

参
与
ノ
三
職
ヲ
置
ク
（
宮
堂
上
ニ
諭
告
）
／
内
覧
勅
問
御
人
数
国
事
御
用
掛
議
奏
伝
奏
守
護
職
所
司
代
ヲ
廃
ス
／
太
政
官
以
下
漸
次
再

興
ス
／
摂
籙
門
流
ヲ
止
ム
／
言
路
ヲ
開
キ
人
材
ヲ
登
庸
ス
／
智
謀
遠
識
ノ
モ
ノ
ヲ
シ
テ
救
弊
ノ
策
ヲ
建
議
セ
シ
ム
／
和
宮
御
還
京
ヲ
促

ス
」
（
慶
応
三
丁
卯
年
一
二
月
九
日
、
第
一
三
）
に
よ
り
、
新
政
権
は
、
摂
政
・
関
白
、
幕
府
な
ど
に
代
わ
る
仮
の
機
構
と
し
て
総
裁
・

議
定
・
参
与
の
三
職
を
置
い
た
が

2
＊

、
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
の
勝
利
を
受
け
て
発
さ
れ
た
本
件
は
、
行
政
機
構
の
組
織
化
を
本
格
的
に
進
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【1868年】（慶応 3年12月 7 日から明治元年11月18日まで）

め
る
内
容
の
も
の
で
、
三
職
の
職
掌
を
定
め

3
＊

、
そ
の
も
と
に
神
祇
事
務
、
内
国
事
務
、
外
国
事
務
、
海
陸
軍
務
、
会
計
事
務
、
刑
法
事

務
、
制
度
寮
の
行
政
七
科
を
設
け
た
（
三
職
七
科
の
制

4
＊

）
。
本
件
と
同
日
に
出
さ
れ
た
「
三
職
分
課
職
員
ヲ
定
ム
」
（
明
治
元
戊
辰
年
正
月

一
七
日
、
第
三
七
）
に
よ
り
、
各
事
務
科
に
は
総
督
（
二
名
か
ら
四
名
、
制
度
寮
総
督
の
み
一
名
）
と
掛
（
二
名
か
ら
六
名
）
が
置
か
れ
た
。

【
注
解
二
】「
三
職
分
課
職
制
ヲ
定
ム
」
と
同
日
の
布
告
「
三
職
分
課
職
員
ヲ
定
ム
」
に
よ
っ
て
、
三
職
分
課
の
職
員
が
任
命
さ
れ
た

（
慶
応
三
年
一
二
月
九
日
任
命
の
三
職
職
員
の
改
任
）
。
総
裁
は
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
で
変
わ
ら
ず
、
副
総
裁
は
三
条
前
中
納
言
（
三
条
実

美
、
外
国
事
務
総
督
兼
任
）
と
岩
倉
具
視
（
海
陸
軍
務
お
よ
び
会
計
事
務
総
督
兼
務
）
で
あ
っ
た
。
災
害
対
策
事
務
と
関
係
し
て
い
く
こ
と

に
な
る
（【
注
解
四
参
照
】）
内
国
事
務
総
督
、
内
国
事
務
掛
、
会
計
事
務
総
督
、
会
計
事
務
掛
に
つ
い
て
見
る
と
、
内
国
事
務
総
督
は

正
親
町
三
条
実
愛
、
徳
大
寺
中
納
言
（
徳
大
寺
実
則
）
、
松
平
慶
永
、
山
内
豊
信
の
四
人
、
内
国
事
務
掛
は
辻
将
曹
（
辻
維
嶽
、
広
島
藩

士
）
、
大
久
保
市
蔵
（
大
久
保
利
通
、
鹿
児
島
藩
士
）
、
田
宮
如
雲
（
名
古
屋
藩
士
）
、
広
沢
兵
助
（
広
沢
真
臣
、
山
口
藩
士
）
、
神
山
左
多
衛

（
神
山
郡
廉
、
高
知
藩
士
）
、
中
根
雪
江
（
福
井
藩
士
）
の
六
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
会
計
事
務
総
督
は
中
御
門
経
之
、
岩
倉
具
視
、
浅
野

長
勲
、
西
四
辻
大
夫
（
西
四
辻
公
業
）
の
四
人
、
会
計
事
務
掛
に
は
三
岡
八
郎
（
由
利
公
正
、
福
井
藩
士
、
制
度
掛
兼
務
）
と
小
原
仁
兵

衛
（
小
原
是
水
、
大
垣
藩
士
）
が
任
じ
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
会
計
事
務
総
督
の
中
御
門
経
之
は
、
明
治
元
年
一
〇
月
に
、
治
河
使
設
置

に
と
も
な
い
治
河
掛
と
な
っ
た
。
ま
た
、
内
国
事
務
掛
の
広
沢
兵
助
（
真
臣
）
は
明
治
二
年
四
月
の
民
部
官
の
設
置
に
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
、
爾
後
も
民
部
行
政
に
深
く
か
か
わ
っ
た

5
＊

。

【
注
解
三
】
三
職
七
科
の
制
（
明
治
元
年
正
月
一
七
日
）
の
も
と
で
河
川
工
事
を
含
む
公
共
土
木
事
務
を
所
管
し
た
の
は
、
会
計
事
務
総

督
の
下
の
会
計
事
務
掛
で
あ
っ
た

6
＊

。
会
計
事
務
総
督
の
職
掌
は
「
戸
口
賦
役
金
穀
用
度
貢
献
営
繕
秩
禄
倉
庫
ノ
事
ヲ
督
ス
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
「
営
繕
」
に
河
川
事
業
が
含
ま
れ
た
。
半
月
後
の
明
治
元
年
二
月
三
日
に
官
制
が
改
革
さ
れ
、
三
職
八
局

の
制
と
な
っ
た

7
＊

。
こ
こ
で
は
、「
営
繕
」
事
務
は
、
会
計
事
務
掛
の
後
継
機
関
で
あ
る
会
計
事
務
局
が
担
当
し
た
。
会
計
事
務
局
の
職

掌
規
定
は
、「
戸
口
賦
税
金
穀
用
度
貢
献
営
繕
秩
禄
倉
庫
及
商
法
ノ
事
ヲ
督
ス
」
で
あ
っ
た

8
＊

。
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と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
少
し
ば
か
り
、「
営
繕
」
と
い
う
言
葉
の
用
い
方
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
の
ち
に
「
営
繕
」
と
「
土
木
」
は

区
別
さ
れ
る
が
、
明
治
元
年
当
時
は
「
営
繕
」
は
広
く
「
土
木
」
を
含
む
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
明
治
元
年
七

月
に
出
さ
れ
た
京
都
府
規
則
書
中
京
都
府
職
制
に
は
「
営
繕
司
」
の
名
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
職
掌
は
「
部
内
庁
舎
倉
庫
堤
防
橋
梁
道

路
ノ
修
繕
及
ヒ
水
利
開
墾
総
テ
山
野
河
海
ノ
事
ヲ
掌
ル
」
で
あ
り
、
土
木
事
務
（「
堤
防
橋
梁
道
路
ノ
修
繕
」）
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ

る
9
＊

。

【
注
解
四
】
明
治
前
期
、
政
府
の
災
害
対
策
は
、
公
共
土
木
工
事
（
河
川
の
改
修
、
堤
防
の
修
築
等
）
の
実
施
、
罹
災
者
に
対
す
る
一
時

的
救
助
の
実
施
、
さ
ら
に
被
災
農
地
の
租
税
の
減
免
や
罹
災
者
へ
の
金
穀
の
貸
し
付
け
な
ど
が
そ
の
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

活
動
を
中
央
政
府
に
お
い
て
所
管
し
た
の
は
、
基
本
的
に
、
会
計
事
務
総
督
を
出
発
点
と
し
大
蔵
省
に
至
る
流
れ
と
、
内
国
事
務
総
督

を
出
発
点
と
し
た
民
部
官

－

民
部
省

－

内
務
省
の
ラ
イ
ン
で
あ
る
。
三
職
七
科
以
降
、
内
務
・
大
蔵
両
省
の
並
立
に
至
る
ま
で
の
こ
の

二
つ
の
流
れ
の
変
遷
を
、
と
く
に
公
共
土
木
事
務
の
担
当
部
局
に
注
目
し
な
が
ら
図
で
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
八
六
八
・
二
・
一
〇
（
明
治
元
年
正
月
一
七
日
）

三
職
七
科
の
制　
　
　
　
　
　

内
国
事
務
総
督　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
計
事
務
総
督

「
三
職
分
課
職
制
ヲ
定
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
正
月
一
七
日
、
第
三
六
）

一
八
六
八
・
二
・
二
五
（
明
治
元
年
二
月
三
日
）

三
職
八
局
の
制　
　
　
　
　
　

内
国
事
務
局
（
民
政
掛
）　
　
　
　
　
　
　

会
計
事
務
局

「
三
職
八
局
職
制
幷
ニ
職
員
ヲ
定
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
二
月
三
日
、
第
七
三
）
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一
八
六
八
・
六
・
一
一
（
明
治
元
年
閏
四
月
二
一
日
）

八
官
の
制　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　
　
　
　
　
　

会
計
官
（
営
繕
司
）

「
政
体
ヲ
定
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
閏
四
月
二
一
日
、
第
三
三
一
）

一
八
六
八
・
一
二
・
一
（
明
治
元
年
一
〇
月
一
八
日
）

鎮
将
府
の
廃
止
に
と
も
な
い
鎮
将
府
会
計
局
、
会
計
官
出
張
所
と
な
る
（
東
国
の
治
水
事
務
が
会
計
官
の
所
管
の
下
に
置
か
れ
る
＊1
＊

）
。

「
会
計
局
ヲ
会
計
官
出
張
所
ト
改
定
ス
」（
明
治
元
戊
辰
年
一
〇
月
一
八
日
、
第
八
六
一
）

一
八
六
九
・
五
・
一
九
（
明
治
二
年
四
月
八
日
）

民
部
官
創
設　
　
　
　
　
　
　

民
部
官
（
土
木
司
）　
　
　
　

←　
　
　
　
　

会
計
官

「
民
部
官
ヲ
置
キ
神
祇
官
以
下
六
官
ニ
定
メ
従
来
弁
事
ヘ
差
出
ノ
願
伺
等
六
官
ニ
進
致
セ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
四
月
八
日
、
第
三
四
六
）

一
八
六
九
・
八
・
一
五
（
明
治
二
年
七
月
八
日
）

二
官
六
省
の
制　
　
　
　
　
　

民
部
省
（
土
木
司
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

「
従
来
ノ
百
官
並
受
領
ヲ
廃
シ
位
階
ヲ
称
シ
神
職
僧
官
ハ
旧
ニ
仍
ラ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
七
月
八
日
、
第
六
二
〇
）

「
職
員
令
並
官
位
相
当
表
」（
明
治
二
己
巳
年
七
月
八
日
、
第
六
二
二
）

一
八
六
九
・
九
・
三
（
明
治
二
年
七
月
二
七
日
）

治
河
使

＊＊
＊

（
明
治
元
年
一
〇
月
二
八
日
設
置
）
が
廃
止
さ
れ
同
使
が
所
管
し
て
い
た
水
利
に
関
す
る
事
務
が
民
部
省
土
木
司
の
管
轄
と
な
る
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（
河
川
関
係
事
務
の
民
部
省
土
木
司
へ
の
一
本
化
）

「
治
河
使
ヲ
廃
シ
土
木
司
ヲ
シ
テ
水
利
ヲ
管
轄
セ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、
第
六
八
一
）

一
八
六
九
・
九
・
一
六
（
明
治
二
年
八
月
一
一
日
）

租
税
、
監
督
、
通
商
、
鉱
山
四
司
の
、
大
蔵
省
か
ら
民
部
省
へ
の
転
属

「
租
税
監
督
通
商
鉱
山
ノ
四
司
ヲ
民
部
省
ニ
管
セ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
一
日
、
第
七
二
三
）

「
租
税
監
督
通
商
鉱
山
ノ
四
司
ヲ
民
部
省
ニ
属
セ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
一
日
、
第
七
二
四
）

一
八
六
九
・
九
・
一
七
（
明
治
二
年
八
月
一
二
日
）

	
	
	

	

民
部
省
・
大
蔵
省
合
併

「
十
二
日
、
本
省
民
部
省
ト
併
合
ス
。
蓋
シ
両
省
管
理
ノ
事
務
タ
ル
常
ニ
彼
此
ニ
交
渉
ス
、
若
シ
衙
門
ヲ
隔
離
ス
レ
ハ
則
チ
不
便
多
シ
、
故
ニ
此
ノ
令
ア

リ
、
而
シ
テ
十
八
日
ニ
至
リ
衙
門
ヲ
併
移
ス
。
民
部
卿
松
平
慶
永
大
蔵
卿
ニ
、
民
部
大
輔
大
隈
八
太
郎
大
蔵
大
輔
ニ
、
大
蔵
少
輔
伊
藤
俊
介
民
部
少
輔

ニ
兼
任
ス
。
＊1
＊」

一
八
七
〇
・
八
・
六
（
明
治
三
年
七
月
一
〇
日
）

民
部
省
・
大
蔵
省
分
省　
　
　

民
部
省
（
土
木
司
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

大
蔵
省

「
民
部
省
大
蔵
省
分
省
セ
シ
ム
」（
明
治
三
庚
午
年
七
月
一
〇
日
、
第
四
五
七
）

一
八
七
一
・
九
・
一
一
（
明
治
四
年
七
月
二
七
日
）
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民
部
省
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→　
　
　
　
　
　
　
　

	

↓

「
民
部
省
ヲ
廃
ス
」（
明
治
四
辛
未
年
七
月
二
七
日
、
太
政
官
第
三
七
五
）

　

民
部
省
中
土
木
司
は
工
部
省
へ

「
旧
民
部
省
土
木
司
ノ
事
務
ヲ
工
部
省
ニ
属
ス
」（
明
治
四
辛
未
年
七
月
二
八
日
、
太
政
官
第
三
八
二
）

　

土
木
司
以
外
の
民
部
省
の
事
務
は
大
蔵
省
へ
移
管

「
土
木
司
ヲ
除
ク
ノ
外
民
部
省
事
務
ヲ
大
蔵
省
ヘ
引
渡
サ
シ
ム
」（
明
治
四
辛
未
年
七
月
二
七
日
、
太
政
官
第
三
七
六
）

一
八
七
一
・
九
・
二
八
（
明
治
四
年
八
月
一
四
日
）　

工
部
省
土
木
司
、
工
部
省
土
木
寮
と
な
る　
　
　

↓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
工
部
省
中
寮
司
ヲ
置
キ
等
級
ヲ
定
ム
」（
明
治
四
辛
未
年
八
月
一
四
日
、
太
政
官
第
四
〇
七
）

一
八
七
一
・
一
一
・
一
一
（
明
治
四
年
九
月
二
九
日
）

工
部
省
土
木
寮
中
橋
梁
事
務
、
大
蔵
省
営
繕
寮
へ
移
管　
　

→　
　
　
　
　
　

↓

「
工
部
省
土
木
寮
橋
梁
事
務
ヲ
大
蔵
省
営
繕
寮
ニ
交
割
セ
シ
ム
」（
明
治
四
辛
未
年
九
月
二
九
日
、
太
政
官
第
五
〇
三
）

「
工
部
省
土
木
寮
橋
梁
事
務
ヲ
大
蔵
省
営
繕
寮
ニ
取
扱
ハ
シ
ム
」（
明
治
四
辛
未
年
九
月
二
九
日
、
太
政
官
第
五
〇
四
）

一
八
七
一
・
一
一
・
二
〇
（
明
治
四
年
一
〇
月
八
日
）

工
部
省
中
土
木
寮
の
大
蔵
省
へ
の
移
管　
　
　
　
　
　
　
　

→　
　
　
　
　
　

↓

「
大
蔵
省
中
営
繕
寮
ヲ
廃
シ
土
木
寮
ニ
併
ス
」（
明
治
四
辛
未
年
一
〇
月
八
日
、
太
政
官
第
五
二
七
）
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「
工
部
省
中
土
木
寮
ヲ
大
蔵
省
ニ
管
セ
シ
ム
」（
明
治
四
辛
未
年
一
〇
月
八
日
、
太
政
官
第
五
二
八
）

一
八
七
三
・
一
一
・
一
〇
（
明
治
六
年
一
一
月
一
〇
日
）

内
務
省
設
置　
　
　
　
　
　
　

内
務
省　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
内
務
省
ヲ
置
ク
」（
明
治
六
年
一
一
月
一
〇
日
、
太
政
官
第
三
七
五
号
）

一
八
七
四
・
一
・
九
（
明
治
七
年
一
月
九
日
）

内
務
省
中
に
土
木
寮
を
置
く　
　

↓　
　
　
　
　
　
　

←　
　
　
　
　
　
　
　

	

↓

「
内
務
省
中
寮
司
ヲ
置
ク
」（
明
治
七
年
一
月
九
日
、
太
政
官
第
一
号
布
告
）

大
蔵
省
か
ら
戸
籍
・
土
木
・
駅
逓
の
三
寮
と
、
大
蔵
省
租
税
寮
中
地
理
と
勧
農
の
事
務
が
内
務
省
に
移
さ
れ
る

「
大
蔵
省
中
戸
籍
、
土
木
、
駅
逓
ノ
三
寮
及
租
税
寮
中
地
理
、
勧
農
ノ
事
務
ヲ
内
務
省
ニ
交
割
セ
シ
ム
」（
明
治
七
年
一
月
九
日
、
太
政
官
達
）

一
八
七
七
・
一
・
一
九
（
明
治
一
〇
年
一
月
一
九
日
）

内
務
省
中
土
木
局
設
置　
　
　
　

↓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓

「
各
省
中
諸
寮
ヲ
廃
シ
局
ヲ
設
ケ
シ
ム
／
各
省
中
大
少
丞
以
下
ヲ
廃
シ
書
記
官
属
官
等
給
ヲ
定
ム
／
勅
任
官
以
上
禄
税
二
割
ヲ
徴
ス
」（
明
治
一
〇
年
一

月
一
一
日
、
太
政
官
第
三
号
達
）

「
内
務
省
中
局
課
廃
置
並
改
称
」（
明
治
一
〇
年
一
月
一
九
日
、
内
務
省
乙
第
二
号
達
）

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↓
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内
務
省　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
省

【
注
解
五
】
松
浦
茂
樹
と
藤
井
三
樹
夫
に
拠
り
、
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
一
二
月
に
始
ま
る
第
一
期
会
計
年
度
か
ら
明
治
一
〇

（
一
八
七
七
）
年
度
ま
で
の
土
木
費
の
国
庫
支
出
額
、
お
よ
び
歳
出
全
体
の
な
か
で
の
土
木
費
の
割
合
を
示
し
て
お
く

＊1
＊

。

第
一
期
（
慶
応
三
年
一
二
月
か
ら
明
治
元
年
一
二
月
）	

四
八
八
、〇
八
〇
円
（
一
・
六
〇
％
）

第
二
期
（
明
治
二
年
一
月
か
ら
同
年
九
月
）	

八
七
五
、三
一
三
円
（
四
・
二
一
％
）

第
三
期
（
明
治
二
年
一
〇
月
か
ら
三
年
九
月
）	

四
八
一
、七
五
九
円
（
二
・
四
〇
％
）

第
四
期
（
明
治
三
年
一
〇
月
か
ら
四
年
九
月
）	

四
九
〇
、六
〇
四
円
（
二
・
五
五
％
）

第
五
期
（
明
治
四
年
一
〇
月
か
ら
五
年
一
二
月
二
日
）		

一
、一
五
一
、九
三
六
円
（
二
・
〇
〇
％
）

第
六
期
（
明
治
六
年
一
月
か
ら
同
年
一
二
月
）	

一
、三
一
二
、二
四
五
円
（
二
・
〇
九
％
）

第
七
期
（
明
治
七
年
一
月
か
ら
同
年
一
二
月
）	

一
、七
一
七
、五
八
二
円
（
二
・
〇
九
％
）

第
八
期
（
明
治
八
年
一
月
か
ら
同
年
六
月
）	

一
、一
〇
五
、六
三
五
円
（
一
・
六
七
％
）

明
治
八
年
度
（
明
治
八
年
七
月
か
ら
九
年
六
月
）	

一
、四
三
三
、九
二
一
円
（
二
・
〇
七
％
）

明
治
九
年
度
（
明
治
九
年
七
月
か
ら
一
〇
年
六
月
）	
一
、三
九
九
、九
九
四
円
（
二
・
三
六
％
）

明
治
一
〇
年
度
（
明
治
一
〇
年
七
月
か
ら
一
一
年
六
月
）	

一
、三
八
三
、五
三
八
円
（
二
・
八
六
％
）

【
注
解
六
】
三
職
七
科
の
発
令
か
ら
半
月
後
の
明
治
元
年
二
月
三
日
、
三
職
七
科
は
三
職
（
総
裁
職
、
議
定
職
、
参
与
職
）
八
局
（
総
裁

局
、
神
祇
事
務
局
、
内
国
事
務
局
、
外
国
事
務
局
、
軍
防
事
務
局
、
会
計
事
務
局
、
刑
法
事
務
局
、
制
度
事
務
局
）
に
改
め
ら
れ
た
（
三
職
八

局
の
制
＊1
＊

）
。
三
職
七
科
の
も
と
で
の
事
務
科
は
こ
こ
に
事
務
局
と
改
定
さ
れ
、
局
内
の
職
が
督

－

輔
（
権
輔
）

－

判
事
（
権
判
事
）
と
い

う
か
た
ち
で
階
統
制
的
に
編
成
さ
れ
た
。
三
職
七
科
の
と
き
と
は
違
っ
て
各
局
の
長
官
で
あ
る
督
は
一
名
で
、
独
任
制
の
行
政
部
局
の

体
裁
が
と
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
輔
、
権
輔
は
長
官
で
あ
る
督
を
補
佐
し
、
そ
の
も
と
に
実
務
を
担
当
す
る
判
事
、
権
判
事
が
置
か
れ
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る
と
い
う
体
裁
で
あ
る
。
判
事
に
は
薩
摩
藩
・
長
州
藩
・
越
前
藩
・
土
佐
藩
・
肥
後
藩
な
ど
か
ら
徴
士
と
し
て
登
用
さ
れ
た
藩
士
層
が

就
い
た

＊1
＊

。

　

ま
た
、
三
職
八
局
で
は
総
裁
の
も
と
に
総
裁
局
が
置
か
れ
、
こ
れ
が
副
総
裁
、
輔
弼
、
顧
問
、
弁
事
、
史
官
か
ら
な
る
総
計
一
八
名

の
最
も
大
き
な
部
局
を
成
し
た
。
総
裁
は
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
で
あ
っ
た
が
彼
は
東
征
大
総
督
と
し
て
出
陣
し
て
い
た
の
で
、
岩
倉
具

視
・
三
条
実
美
両
副
総
裁
の
も
と
顧
問
職
の
小
松
清
廉
（
薩
摩
）
、
後
藤
象
二
郎
（
土
佐
）
、
木
戸
孝
允
（
長
州
）
ら
が
新
政
府
の
舵
取

り
を
行
な
い
得
る
体
制
と
な
っ
た

＊1
＊

。

〔
注
〕

＊
1	　

「
三
職
八
局
職
制
幷
ニ
職
員
ヲ
定
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
二
月
三
日
、
第
七
三
）。

＊
2	　

慶
応
三
年
一
二
月
九
日
に
三
職
に
就
い
た
の
は
、
次
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
総
裁
は
有
栖
川
帥
宮
（
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
）
、
議
定
に
は
皇
族
か
ら

仁
和
寺
宮
（
嘉
彰
親
王
）
と
山
階
宮
（
晃
親
王
）、
公
家
か
ら
は
中
山
前
大
納
言
（
中
山
忠
能
）
、
正
親
町
三
条
前
大
納
言
（
正
親
町
三
条
実
愛
）、
中

御
門
中
納
言
（
中
御
門
経
之
）、
諸
侯
か
ら
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
参
加
し
た
五
藩
よ
り
尾
張
大
納
言
（
徳
川
慶
勝
）、
越
前
宰
相
（
松
平
慶
永
）、
安
芸
少

将
（
浅
野
長
勲
）、
土
佐
前
少
将
（
山
内
豊
信
）、
薩
摩
少
将
（
島
津
茂
久
）
が
就
い
た
。
参
与
に
は
大
原
宰
相
（
大
原
重
徳
）
、
岩
倉
前
中
将
（
岩
倉

具
視
）
ら
公
家
の
ほ
か
、
尾
張
藩
・
越
前
藩
・
芸
州
藩
・
土
佐
藩
・
薩
摩
藩
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
三
人
を
登
用
す
る
と
し
た
。
慶
応
三
年
中
の
三
職
の
官

員
の
一
覧
に
つ
い
て
は
、
松
尾
正
人
『
維
新
政
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
九
月
）
、
二
〇
頁
を
参
照
せ
よ
。

＊
3	　

総
裁
の
職
掌
は
「
万
機
ヲ
総
裁
シ
一
切
ノ
事
務
ヲ
決
ス
」
、
議
定
は
「
事
務
各
課
ヲ
分
督
シ
議
事
ヲ
定
決
ス
」
、
参
与
は
「
事
務
ヲ
参
議
シ
各
課
ヲ

分
務
ス
」
と
さ
れ
た
。

＊
4	　

三
職
七
科
の
制
に
始
ま
る
政
府
の
組
織
化
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
ま
ず
、
松
尾
正
人
「
維
新
官
僚
の
形
成
と
太
政
官
制
」（
所
収
、
近
代
日
本

研
究
会
（
編
）『
年
報
・
近
代
日
本
研
究

－

八

―
官
僚
制
の
形
成
と
展
開

―
』
、
山
川
出
版
社
、
一
九
八
六
年
一
一
月
）
お
よ
び
同
『
維
新
政
権
』、

四
二

－

四
五
頁
を
参
照
せ
よ
。

＊
5	　

「
民
部
官
ヲ
置
キ
神
祇
官
以
下
六
官
ニ
定
メ
従
来
弁
事
ヘ
差
出
ノ
願
伺
等
六
官
ニ
進
致
セ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
四
月
八
日
、
第
三
四
六
）
の
項
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（
六
九

－

一
三
ａ
）
を
参
照
せ
よ
。

＊
6	　

松
浦
茂
樹
・
藤
井
三
樹
夫
「
明
治
初
頭
の
河
川
行
政
」（『
土
木
史
研
究
』、
第
一
三
号
、
一
九
九
三
年
六
月
）、
一
五
〇
頁
。
た
だ
し
少
な
く
と
も

京
畿
に
関
し
て
は
内
国
事
務
総
督
（

－

内
国
事
務
掛
）
が
災
害
予
防
事
務
に
関
与
し
た
。
続
い
て
三
職
八
局
の
制
で
は
会
計
事
務
局
の
ほ
か
に
内
国

事
務
局
（

－

民
政
掛
→
民
政
役
所
）
も
災
害
予
防
事
務
に
当
た
っ
た
（
参
照
、「
諸
国
私
領
寺
社
領
ノ
村
高
帳
ヲ
進
致
セ
シ
メ
諸
藩
預
所
幷
代
官
支
配

所
等
ヨ
リ
村
高
帳
其
他
帳
簿
ヲ
進
致
セ
シ
ム
」、
明
治
元
戊
辰
年
四
月
七
日
、
第
二
二
〇
（
六
八

－

三
）、「
土
砂
留
役
人
廻
村
廃
止
」
、
明
治
元
戊
辰

年
四
月
二
七
日
、
第
二
六
八
（
六
八

－

四
））。

＊
7	　

「
三
職
八
局
職
制
幷
ニ
職
員
ヲ
定
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
二
月
三
日
、
第
七
三
）。

＊
8	　

同
上
。
三
職
七
科
の
制
お
よ
び
三
職
八
局
の
制
の
制
度
の
解
説
に
つ
い
て
は
、
刑
法
事
務
科

－

刑
法
事
務
局
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
菊

山
正
明
「
明
治
初
年
の
司
法
改
革

―
司
法
省
創
設
前
史

―
」（
早
稲
田
大
学
『
早
稲
田
法
学
』
、
第
六
二
巻
、
第
二
号
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
）、

一
七
六

－

一
八
〇
頁
が
簡
潔
で
わ
か
り
や
す
い
。

＊
9	　

参
照
、「
京
都
府
規
則
ヲ
府
藩
県
ニ
頒
示
シ
意
見
ヲ
上
陳
セ
シ
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
八
月
五
日
、
第
六
一
〇
）（
六
八

－

一
四
）。「
営
繕
」
の
用
語

法
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
お
い
て
再
論
し
て
い
る
。
ま
た
、「
営
繕
」
の
こ
の
用
語
法
は
律
令
の
営
繕
令
に
由
来
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
と
の
ご
教
示

を
、

田
悌
先
生
よ
り
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
。

＊
10	　

東
国
の
治
水
事
務
の
担
当
部
局
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
「
江
戸
ヲ
改
テ
東
京
ト
称
シ
鎮
将
府
ヲ
置
キ
民
政
裁
判
所
ヲ
会
計
局
ト
改
称
ヲ
布

告
ス
」（
明
治
元
戊
辰
年
八
月
八
日
、
第
六
一
四
）
の
項
（
六
八

－

一
六
）
を
参
照
の
こ
と
。

＊
11	　

治
河
使
に
つ
い
て
は
、
後
掲
の
「
治
河
使
ヲ
置
ク
」（
明
治
元
戊
辰
年
一
〇
月
二
八
日
、
第
九
〇
四
）
の
項
（
六
八

－

三
〇
）
を
参
照
せ
よ
。

＊
12	　

大
蔵
省
記
録
局
（
編
）『
大
蔵
省
沿
革
志
（
上
巻
）』（
所
収
、
大
内
兵
衛
・
土
屋
喬
雄
（
編
）『
明
治
前
期
財
政
経
済
史
料
集
成　

第
二
巻
』、
原
書

房
、
一
九
七
八
年
一
二
月
、
復
刻
版
、
原
版
の
史
料
集
成
改
造
社
版
は
一
九
三
二
年
六
月
刊
）
、
六
九
頁
。
尚
、
大
霞
会
（
編
）『
内
務
省
史	

第
一

巻
』（
地
方
財
務
協
会
、
一
九
七
一
年
三
月
）
は
、
合
併
の
日
付
を
八
月
一
一
日
と
し
て
い
る
（
四
二
頁
）
。
民
部
省
と
大
蔵
省
の
合
併
問
題
に
関
し

て
は
、「
租
税
監
督
通
商
鉱
山
ノ
四
司
ヲ
民
部
省
ニ
管
セ
シ
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
八
月
一
一
日
、
第
七
二
三
）
の
項
（
六
九

－

二
七
ａ
）
に
詳
し
い

注
記
を
施
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

＊
13	　

松
浦
茂
樹
・
藤
井
三
樹
夫
、
前
掲
論
文
、
一
四
九
、一
五
〇
頁
。
た
だ
し
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
土
木
費
が
す
べ
て
災
害
対
策
関
係
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以
下
に
本
書
の
終
章
と
し
て
小
括
を
置
く
。
小
括
で
は
一
八
六
八
年
か
ら
一
八
七
〇
年
に
か
け
て
の
災
害
対
策
法
令
を
、
ま
ず
維
新

政
権
の
性
格
と
の
関
連
で
整
理
し
、
次
い
で
災
害
対
策
の
局
面
（
ラ
ベ
ル
）
ご
と
に
解
説
す
る

1
＊

。

＊
1	　

小
括
に
お
い
て
も
、
引
用
文
（
句
）
中
の
傍
点
と
傍
線
は
、
と
く
に
断
り
書
き
の
な
い
限
り
、
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
近
代
国
家
形
成
の
な
か
の
災
害
対
策

　

周
知
の
よ
う
に
、
維
新
政
府
は
近
代
化
政
権
と
ク
ー
デ
タ
ー
政
権
と
い
う
二
つ
の
性
格
を
も
つ

1
＊

。
近
代
化
政
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

維
新
政
府
は
、
①
国
家
形
成
（
近
代
的
な
統
治
機
構
の
形
成
）、
②
国
民
形
成
、
③
産
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

業

化
と
い
う
課
題
を
有
し
た
。
ま
た
、

維
新
政
府
は
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ
て
成
立
し
た
か
ら
、
①
早
急
な
権
力
基
盤
の
構
築
と
、
②
政
権
の
正
統
性
の
可
及
的
に
速
や
か
な
調

達
を
課
題
に
抱
え
た

2
＊

。
以
下
で
は
、
維
新
政
府
の
こ
の
二
つ
の
性
格
に
由
来
す
る
諸
課
題
と
の
関
連
で
、
明
治
元
年
か
ら
同
三
年
に
か

け
て
の
災
害
対
策
法
令
を
総
括
す
る
。

　

総
括
に
先
立
ち
上
記
の
諸
課
題
を
整
理
し
て
、
a	

国
家
形
成
（
ク
ー
デ
タ
ー
政
権
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
早
急
な
権
力
基
盤
の
確
立

を
こ
こ
に
重
ね
る
）、
b	

国
民
形
成
、
c	

産
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

業

化
、
d	

政
権
の
正
統
性
の
可
及
的
に
速
や
か
な
調
達
の
四
つ
と
す
る
。
こ
の

う
ち
、
災
害
対
策
と
深
く
か
か
わ
っ
た
の
は
、
a
と
d
で
あ
る
。
そ
し
て
、
c
も
災
害
対
策
に
関
係
し
た
。
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小　括

＊
1	　

松
尾
正
人
『
維
新
政
権
』。
と
く
に
、
同
書
、
一

－

三
九
、二
五
二

－

二
八
七
頁
。

＊
2	　
『
政
治
学
事
典
』
で
は
、
正
統
性
を
、「
被
支
配
者
が
…
…
、
積
極
的
に
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
消
極
的
に
、
統
治
関
係
す
な
わ
ち
政
治
権
力

支
配
を
承
認
し
許
容
す
る
」
こ
と
と
説
明
し
て
い
る
（『
政
治
学
事
典
』、
平
凡
社
、
一
九
五
四
年
五
月
、
七
六
八
頁
）。
本
書
で
は
、
こ
の
定
義
を
踏

ま
え
て
、〝
正
統
性
の
調
達
〟
の
語
を
、
人
民
が
そ
の
政
権
を
し
か
る
べ
き
筋
の
通
っ
た
存
在
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
（
そ
の
よ
う
な
意
識
を
調
達
す

る
こ
と
）
の
意
味
で
用
い
る
。

（
一
）
国
家
形
成
と
災
害
対
策
法
令

（
1
）
災
害
対
策
と
、
財
政
の
確
立
お
よ
び
官
僚
制
の
創
出

　

近
代
化
政
権
に
と
っ
て
国
家
形
成
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
第
一
に
財
政
の
確
立
で
あ
り
官
僚
制
の
創
出
で
あ
る
。

明
治
初
年
災
害
対
策
は
財
政
の
確
立
と
い
う
課
題
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
維
新
政
府
が
租
税
の
徴
収
に

つ
い
て
こ
れ
を
と
り
あ
え
ず
旧
幕
時
代
の
徴
租
法
に
依
る
と
し
た
た
め
、
結
果
的
に
旧
幕
時
代
の
徴
租
法
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
た
災

害
時
の
租
税
の
減
免
制
度
を
引
き
継
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
、
罹
災
者
の
救
援
は
必
然
的
に
財
政
の
出
動
を
意
味
し

た
か
ら
で
あ
る
。
歳
入
の
ほ
と
ん
ど
を
政
府
直
轄
地
か
ら
の
貢
租
収
入
に
頼
っ
て
い
た
維
新
政
府
に
と
っ
て
、
打
ち
続
く
災
害
、
凶
荒

の
な
か
で
減
租
免
租
制
度
を
ど
う
運
用
す
る
か
は
財
政
の
確
立
問
題
に
直
結
し
た
。
ま
た
府
県
収
入
か
ら
の
賑
恤
の
実
施
は
中
央
政
府

の
取
り
分
の
減
少
を
意
味
し
た
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
財
政
の
確
立
問
題
に
影
響
し
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
の
下
、
政
府
部
内
は
、

財
政
確
立
を
優
先
し
て
凶
荒
下
で
も
貢
租
収
奪
を
強
行
し
よ
う
と
し
た
者
た
ち
（
大
隈
重
信
ら
大
蔵
省
）
と
、
貢
租
収
奪
の
強
行
は
民

心
の
離
反
を
導
き
、
維
新
政
府
の
統
治
そ
れ
自
体
の
危
機
を
招
来
す
る
と
し
て
民
心
収
攬
の
地
方
政
策
を
主
張
す
る
人
び
と
（
地
方
官
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の
多
く
と
中
央
で
は
大
久
保
利
通
・
広
沢
真
臣
ら
）
と
に
分
か
れ
た
。
両
派
の
争
い
は
、
具
体
的
に
は
、
民
政
部
門
を
所
管
す
る
民
部
省

と
財
政
を
専
管
す
る
大
蔵
省
と
の
合
併
・
分
離
問
題
と
し
て
現
わ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
争
い
を
触
媒
と
し
て
明
治
三
年
秋
以
降
大
蔵
省

内
で
一
連
の
組
織
規
程
の
整
備
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
中
央
官
庁
に
お
け
る
官
僚
制
の
初
期
的
形
成
が
も
た
ら
さ
れ
た
の

で
あ
る

3
＊

。

＊
3	　

以
上
の
、
災
害
対
策
と
財
政
の
確
立
お
よ
び
官
僚
制
の
創
出
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
は
、
序
説
の
第
二
節
「
官
僚
制
の
創
出
を
媒
介
し
た
災
害
対

策
を
巡
る
明
治
初
年
の
政
治
的
闘
争
」
に
お
い
て
詳
述
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
。
こ
の
論
点
に
関
係
す
る
災
害
対

策
法
令
に
つ
い
て
も
、
序
説
の
第
二
節
を
見
よ
。

（
2
）
災
害
対
策
と
集
権
化

　

近
代
化
政
権
に
と
っ
て
国
家
形
成
上
の
第
二
の
課
題
は
集
権
化
さ
れ
た
中
央

－

地
方
関
係
の
構
築
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
ま
た

災
害
対
策
事
務
の
統
制
問
題
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。

　

維
新
政
府
は
当
初
、
災
害
発
生
後
の
罹
災
者
救
援
事
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
の
実
施
を
全
面
的
に
地
方
官
に
委
任
す
る
態
度
を
と
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
明
治
元
年
六
月
二
二
日
、
維
新
政
府
は
、
各
地
で
発
生
し
て
い
た
水
害
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
、「
天
災
兵
害

ノ
余
ニ
付
府
藩
県
ヲ
シ
テ
便
宜
賑
恤
ヲ
施
行
セ
シ
ム
」（
明
治
元
戊
辰
年
六
月
二
二
日
、
第
五
〇
二
）（
六
八

－

一
〇
）
を
発
出
し
、
直
轄

府
県
に
対
し
て
救
助
の
実
施
（
救
助
の
内
容
は
金
や
食
糧
の
支
給
で
あ
る
）
を
命
じ
た
が
、
こ
の
布
告
で
は
救
助
に
関
し
詳
細
な
調
査
を

行
な
っ
た
う
え
で
適
切
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
の
一
般
的
な
指
示
は
し
た
も
の
の
（「
兵
燹
之
厄
洪
水
之
害
窮
民
流
離
路
頭
ニ
立
者
一
村

ニ
幾
人
且
其
破
産
蕩
家
等
一
々
細
詳
ニ
査
点
シ
救
助
其
宜
ヲ
得
ヘ
シ
」）、
実
施
に
つ
い
て
は
上
奏
し
裁
可
を
待
つ
必
要
は
な
く
こ
れ
を
府
県

に
任
せ
る
と
し
た
（「
厄
害
ノ
等
ヲ
弁
シ
救
恤
ノ
道
ヲ
立
ツ
今
日
ノ
事
ハ
奏
可
ヲ
待
タ
ス
府
県
ヘ
専
任
ス
宜
ク
可
得
其
道
事
」）。
ま
た
、
被
災
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小　括

田
畑
の
租
賦
の
免
除
に
関
し
て
も
、「
没
田
之
民
ハ
全
ク
其
租
賦
ヲ
免
シ
其
他
漲
溢
ノ
田
畑
ハ
荒
敗
ノ
軽
重
ヲ
量
リ
蠲
免
其
宜
ヲ
得
ヘ

キ
事
」
と
、
そ
の
実
施
を
府
県
官
に
委
任
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
明
治
二
年
に
入
る
と
、
政
府
は
賑
恤
の
実
施
に
つ
い
て
も
、
被
災
田
畑
の
租
賦
の
減
免
に
関
し
て
も
、
府
県
官
へ
の
委
任

を
撤
回
し
、
原
則
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
民
部
省
、
大
蔵
省
に
申
請
の
う
え
、
そ
の
許
可
を
得
て
か
ら
行
な
う
よ
う
達
し
た
（
六
九

－

一
六
）（
六
九

－

二
四

4
＊

）。
そ
れ
は
、
府
県
官
―
彼
ら
は
罹
災
（
農
）
民
の
圧
力
に
直
面
し
て
い
た
―
が
実
施
す
る
救
助
お
よ
び
被

災
田
畑
の
租
賦
の
減
免
は
、
中
央
の
財
政
当
局
か
ら
は
〝
濫
救
〟、〝
過
多
ノ
減
蠲
〟
と
見
做
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
ず
、
五
月
八
日

の
会
計
官
処
務
条
規
が
、「
各
官
府
県
共
例
外
金
穀
ニ
係
ル
事
件
ハ
会
計
官
承
諾
ノ
上
ナ
ラ
テ
ハ
施
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
」（
第
五

条
）、「
各
官
幷
府
県
ヘ
不
時
ニ
属
吏
ヲ
遣
シ
以
テ
出
納
ヲ
監
視
シ
簿
書
ヲ
点
検
セ
シ
ム
ヘ
シ
」（
第
六
条
）
と
書
き
、
会
計
官
の
、
府

県
に
対
す
る
財
政
的
統
制
を
定
め
た
。
こ
の
統
制
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
府
県
が
罹
災
者
救
援
策
と
し
て
実
施
し
て
い
た
夫
食
・

種
籾
・
農
具
代
等
の
貸
渡
し
に
及
ん
だ
。
ま
た
会
計
官
処
務
条
規
は
第
九
条
に
凶
荒
災
害
時
の
租
税
の
減
免
に
関
す
る
規
定
を
置
い
た

（「
府
県
ヨ
リ
達
出
ル
租
税
ノ
休
免
石
高
等
宜
ク
年
ノ
豊
凶
ヲ
察
シ
免
除
ノ
事
ヲ
決
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」）。
こ
れ
に
よ
り
、
凶
作
時
・
災
害
時
の

租
税
の
減
免
に
関
す
る
決
定
は
会
計
官
が
行
な
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
（
府
県
か
ら
の
減
免
申
請
に
も
と
づ
き
会
計
官
が
決
定
す
る
）。
こ

の
規
定
は
凶
作
時
・
災
害
時
に
府
県
官
が
独
自
の
判
断
で
租
税
の
減
免
を
行
な
う
こ
と
を
禁
じ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
七
月
二
七

日
発
出
の
府
県
奉
職
規
則
で
は
、
第
五
条
の
附
則
で
、
天
災
や
戦
乱
の
た
め
に
窮
民
が
発
生
し
、
彼
ら
へ
の
救
助
が
一
日
た
り
と
も
先

送
り
で
き
な
い
よ
う
な
深
刻
な
場
合
に
は
、
ま
ず
速
や
か
に
賑
恤
を
施
行
し
、
そ
の
う
え
で
そ
れ
を
後
日
民
部
、
大
蔵
両
省
へ
届
け
出

る
こ
と
と
定
め
た
。
こ
れ
は
災
害
応
急
救
助
に
関
す
る
届
出
を
府
県
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
規
則
第
五
条
は
そ
の
ほ
か
に
、「
一

時
ノ
賑
恤
ニ
非
ス
年
月
ヲ
経
ル
救
助
」
を
実
施
す
る
場
合
や
「
救
荒
ノ
制
」
を
立
て
る
場
合
に
は
、
民
部
省
に
伺
い
出
て
そ
の
決
を
取

る
べ
き
こ
と
を
府
県
官
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
府
県
奉
職
規
則
第
五
条
は
、
窮
民
へ
の
賑
済
お
よ
び
天
災
発
生
時
の
緊
急
の

救
助
を
府
県
の
事
務
と
定
め
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
事
務
の
施
行
に
対
し
民
部
、
大
蔵
両
省
の
統
制
を
規
定
し
た
の
で
あ
る

5
＊

。
前
述
し
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一、近代国家形成のなかの災害対策

た
よ
う
に
、
災
害
対
策
は
財
政
の
確
立
問
題
と
密
接
に
絡
ん
で
い
た
。
そ
の
よ
う
な
構
図
の
な
か
で
、
財
政
の
確
立
を
急
ぐ
維
新
政
府

は
、
災
害
対
策
の
分
野
を
府
県
官
へ
の
委
任
の
ま
ま
に
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、
支
出
の
抑
制
と
貢
租
収
奪
の
強
化
の
た
め
に
中
央
機
関

に
よ
る
地
方
当
局
の
統
制
の
構
築
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。
災
害
対
策
の
分
野
は
集
権
化
に
推
進
要
因
を
提
供
し
た
と
い
え
よ
う
。

＊
4	　
「
会
計
官
職
制
章
程
ヲ
定
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
五
月
八
日
、
第
四
二
五
）（
六
九

－

一
六
）、「
府
県
奉
職
規
則
」（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、

第
六
七
五
）（
六
九

－

二
四
）。

＊
5	　

こ
の
ほ
か
当
期
に
お
い
て
集
権
化
（
民
部
、
大
蔵
両
省
に
よ
る
府
県
官
に
対
す
る
行
政
的
・
財
政
的
統
制
）
を
規
定
し
た
法
令
（
と
く
に
災
害
対

策
に
か
か
わ
る
も
の
）
と
し
て
は
、「
県
官
人
員
幷
常
備
金
規
則
」（
明
治
二
己
巳
年
七
月
二
七
日
、
第
六
七
六
）（
六
九

－

二
五
）、「
府
県
常
備
金
規

則
説
明
」（
明
治
二
己
巳
年
一
二
月
二
日
、
第
一
一
一
二
）（
七
〇

－

一
）、「
堤
防
等
目
下
難
閣
廉
々
措
置
ヲ
定
ム
」（
明
治
三
庚
午
年
正
月
、
第

六
九
）（
七
〇

－

六
）
が
あ
る
。
も
っ
と
も
集
権
化
は
当
期
の
災
害
対
策
法
令
を
貫
く
基
本
的
な
特
徴
で
あ
り
、
こ
こ
に
挙
げ
た
法
令
は
主
な
も
の
と

し
て
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
注
解
を
見
れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

（
3
）
属
人
的
な
行
政
か
ら
法
規
に
も
と
づ
く
統
一
化
さ
れ
た
行
政
へ

　

す
ぐ
上
に
述
べ
た
こ
と
は
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
属
人
的
な
行
政
か
ら
法
規
に
も
と
づ
く
統
一
化
さ
れ
た
行
政
へ
の
移
行
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
「
水
火
災
ノ
節
窮
民
救
助
ノ
措
置
ヲ
定
ム
」（
明
治
二
己
巳
年
一
二
月
八
日
、
第
一
一
三
〇
）（
七
〇

－

三
）
を
例

に
見
て
い
く
。

　
「
水
火
災
ノ
節
窮
民
救
助
ノ
措
置
ヲ
定
ム
」
は
明
治
二
年
一
二
月
八
日
に
民
部
省
が
府
県
に
宛
て
て
発
出
し
た
達
で
、
太
政
官
の
裁

可
を
得
た
「
罹
災
窮
民
ノ
済
恤
方
規
」
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。「
罹
災
窮
民
ノ
済
恤
方
規
」
は
、
そ
の
内
容
を
次
の
三
点
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
①
水
災
あ
る
い
は
火
災
に
罹
り
飢
え
と
凍
え
に
瀕
し
て
い
る
者
た
ち
に
つ
い
て
は
、
も
し
彼
ら
に
対
す
る
緊
急
の
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あ
と
が
き

　

災
害
に
は
不
条
理
を
感
じ
る
。
災
害
に
不
条
理
を
感
じ
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
ふ
た
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が

無
け
れ
ば
明
日
も
健
や
か
に
営
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
命
や
生
活
が
災
害
に
よ
り
絶
た
れ
た
り
、
大
き
く
傷
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
。
そ
れ
は
、
広
く
災
害
を
め
ぐ
っ
て
は
、
社
会
の
な
か
に
、
災
害
に
よ
っ
て
損
失
を
被
る
者
と
利
益

を
得
る
者
と
が
あ
り
、
そ
の
両
者
の
間
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
ま
た
両
者
の
間
に
入
れ
替
わ
り
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
災
害

と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
ま
ず
被
害
の
局
面
が
注
目
さ
れ
る
が
、
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
災
害
に
か
か
わ
り
、
よ
り
正
確
に
は

災
害
の
発
生
に
と
も
な
う
対
応
に
よ
り
、
受
益
す
る
人
び
と
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
受
益
の
金
額
は
途
方
も
な
く
、
そ
し

て
被
害
者
と
受
益
者
は
ほ
ぼ
固
定
さ
れ
て
い
て
社
会
的
な
入
れ
替
わ
り
が
な
い
。

　

災
害
に
よ
り
損
失
を
被
る
者
に
は
社
会
的
に
抑
圧
さ
れ
た
貧
困
な
人
び
と
が
多
く
、
一
方
富
の
点
で
ま
た
権
力
的
に
優
位
に
あ
る
者

た
ち
は
災
害
発
生
の
な
か
で
も
―
災
害
発
生
の
中
で
こ
そ
と
い
う
べ
き
か
―
多
く
の
致
富
の
機
会
を
得
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
既
存

の
権
力
的
優
位
を
一
段
と
強
固
な
も
の
に
す
る
。
こ
れ
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
か
ら
生
じ
た
原
発
震
災
（
フ
ク
シ
マ

原
発
震
災
）
の
前
と
途
中
と
現
在
と
に
お
け
る
総
合
土
木
建
設
会
社
の
あ
り
よ
う
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
も
そ
も
原
子

力
発
電
所
の
建
設
に
よ
り
致
富
し
、
原
子
力
発
電
所
事
故
の
の
ち
に
は
「
除
染
」
で
致
富
し
、「
汚
染
水
対
策
」
で
も
致
富
し
て
い
る
。

彼
ら
は
フ
ク
シ
マ
に
通
じ
る
高
速
道
路
や
港
湾
設
備
の
建
設
で
致
富
し
、
自
ら
が
建
設
し
た
そ
れ
ら
施
設
が
地
震
動
の
た
め
に
壊
れ
た

こ
と
に
と
も
な
う
応
急
修
理
で
致
富
し
、
さ
ら
に
は
巨
大
防
潮
堤
や
防
災
名
目
の
道
路
そ
の
他
の
施
設
の
建
設
に
よ
っ
て
も
致
富
の
機
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あとがき

会
を
得
て
い
る
。
災
害
か
ら
受
益
し
て
い
る
人
び
と
の
立
ち
位
置
は
、
今
な
お
仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
―
東
日
本
大
震
災

発
生
六
年
目
の
新
聞
が
伝
え
る
岩
手
・
宮
城
・
福
島
三
県
に
お
け
る
プ
レ
ハ
ブ
仮
設
住
宅
入
居
者
数
は
三
万
三
、八
五
四
人
で
あ
る

（『
中
日
新
聞
』、
二
〇
一
七
年
三
月
一
一
日
付
夕
刊
）

―
、
あ
る
い
は
ま
た
放
射
線
被
曝
を
避
け
て
遠
隔
の
地
に
移
り
住
ん
で
難
儀
し
て

い
る
人
び
と
―
新
聞
が
伝
え
る
二
〇
一
六
年
一
二
月
現
在
で
の
原
発
事
故
の
避
難
者
は
約
八
万
一
千
人
で
あ
る
（『
中
日
新
聞
』、

二
〇
一
七
年
二
月
六
日
付
）

―
の
境
遇
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
社
会
的
に
見
て
そ
こ
に
立
場
の
逆
転
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

災
害
に
よ
り
損
失
を
被
っ
た
者
は
次
も
ま
た
被
災
者
の
位
置
に
立
ち
、
利
益
を
受
け
た
者
は
ま
た
受
益
の
機
会
を
つ
か
む
。
災
害
を

め
ぐ
る
被
害
と
受
益
の
固
定
さ
れ
た
関
係
か
ら
は
、
ほ
ぼ
確
実
な
こ
と
と
し
て
、
社
会
の
な
か
に
、
表
面
的
な
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
は
と

も
か
く
、
本
音
の
レ
ベ
ル
で
は
災
害
の
発
生
を
待
ち
望
ん
で
い
る
人
び
と
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
見
え
る
。〝
災
害
待
ち
〟
と
い
う

言
葉
が
あ
り
、
そ
れ
が
と
き
に
臆
面
も
な
く
使
わ
れ
て
き
た
歴
史
が
こ
の
推
測
を
裏
付
け
て
い
よ
う
。
災
害
が
も
た
ら
す
悲
惨
の
大
き

な
部
分
は
、
実
は
こ
こ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
災
害
を
機
会
と
し
て
既
存
の
権
力
関
係
が
再
編
強
化
さ
れ
、
災
害

を
め
ぐ
る
被
害
と
受
益
の
関
係
が
よ
り
強
固
に
固
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
、
で
あ
る
。〝
復
旧
〟
と
い
う
言
葉
に
は
既
存
の
権

力
関
係
の
再
編
強
化
と
い
う
意
味
が
潜
ま
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

だ
が
、
災
害
は
そ
う
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
―
災
害
の
発
生
が
既
存
の
権
力
関
係
に
ひ
び
を
入
れ
、
そ
こ
か
ら
社
会
を

よ
り
人
間
的
な
友
愛
と
信
頼
の
関
係
性
の
方
向
へ
変
え
て
い
く
動
き
が
生
ま
れ
る
、
そ
う
い
う
契
機
に
も
な
り
得
る
だ
ろ
う
―
そ
う

考
え
な
が
ら
近
代
日
本
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
法
令
や
制
度
を
掘
り
起
こ
す
仕
事
を
続
け
て
い
る
が
、
展
望
が
見
え
た
わ
け
で
は
な

い
。

　

近
代
日
本
に
お
け
る
災
害
に
関
す
る
法
令
や
制
度
を
掘
り
起
こ
す
と
い
う
主
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
や
こ
の
仕
事
の
意
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